
（平成２２年５月１９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 13 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 23 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
 

兵庫国民年金 事案 1586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 42 年３月までの期間及び 44 年７月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 42年３月まで 

             ② 昭和 44年７月から同年９月まで 

私は、昭和 43年４月に妻と共にＡ市からＢ市へ転居した後、役所から通

知が来て国民年金の加入手続を行い、長男が小学校に入ったころに、国民年

金が発足した当初からさかのぼって保険料を納付できると聞き、Ｂ市役所で

まとめて６年分の納付書をもらって銀行で保険料を支払った。当時は１か月

の保険料が100円から150円だったので支払うことができたと思う。その後、

払い込み又は集金で毎月かかさず保険料を納付してきた。当時、集金員から

「年金手帳があればきっちり証拠が残るので大丈夫です。」と言われたこと

をはっきり覚えている。今になって未納期間があると言われても、全く納得

できないので、申立期間の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険

料をすべて納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間①について、申立人夫婦は、Ｂ市役所からの通知を受けて国

民年金の加入手続を行った後、長男が小学校に入学した昭和 44 年ごろに、さ

かのぼってまとめて保険料を納付した記憶があるとしているところ、国民年金

手帳記号番号払出簿によると、申立人夫婦の同手帳記号番号の前後の番号が払

い出されている任意加入者に係る被保険者資格の取得日から、申立人夫婦は

43 年４月ごろに加入手続を行っていることが推認でき、同市周辺の市町村に

おいては、第１回特例納付（昭和 45年７月から 47年６月まで）実施前に、市

町村広報誌により、36 年４月以降の未納保険料についても、その当時の保険



 
 

料で納付可能である旨の広報が行われていることが確認でき、申立人の妻がま

とめて納付したとする金額は、申立期間①の保険料を過年度納付により納付し

た場合の保険料額と概ね一致することから、申立人の妻の説明に不自然さはみ

られない。 

さらに、申立人の姉及び申立人の妻の友人によると、申立人夫婦が保険料を

まとめて納付したことについて、その当時(長男が小学校に入学したころ)に申

人夫婦が話をしていたと証言しているところ、申立人の姉は、その後、申立人

に国民年金への加入を勧められて加入手続を行ったとしており、オンライン記

録によると、申立人の姉が、昭和 47年１月 29日に任意で被保険者資格を取得

していることが確認できることから、申立内容の信憑
ぴょう

性は高い。 

また、申立期間②については、３か月と短期間であり、申立人夫婦は当該期

間の前後において国民年金保険料を納付している上、当該期間の前後を通じて

住所の変更など生活環境に大きな変化が無く、国民年金保険料の納付が困難と

なる事情はみられず、夫婦二人分の保険料を集金人に納付していたとする申立

人の妻の説明に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1587 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 42 年３月までの期間及び 44 年７月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 42年３月まで 

             ② 昭和 44年７月から同年９月まで 

私は、昭和 43年４月に夫と共にＡ市からＢ市へ転居した後、役所から通

知が来て国民年金の加入手続を行い、長男が小学校に入ったころに、国民年

金が発足した当初からさかのぼって保険料を納付できると聞き、Ｂ市役所で

まとめて６年分の納付書をもらって銀行で保険料を支払った。当時は１か月

の保険料が100円から150円だったので支払うことができたと思う。その後、

払い込み又は集金で毎月かかさず保険料を納付してきた。当時、集金員から

「年金手帳があればきっちり証拠が残るので大丈夫です。」と言われたこと

をはっきり覚えている。今になって未納期間があると言われても、全く納得

できないので、申立期間の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険

料をすべて納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間①について、申立人夫婦は、Ｂ市役所からの通知を受けて国

民年金の加入手続を行った後、長男が小学校に入学した昭和 44 年ごろに、さ

かのぼってまとめて保険料を納付した記憶があるとしているところ、国民年金

手帳記号番号払出簿によると、申立人夫婦の同手帳記号番号の前後の番号が払

い出されている任意加入者に係る被保険者資格の取得日から、申立人夫婦は

43 年４月ごろに加入手続を行っていることが推認でき、同市周辺の市町村に

おいては、第１回特例納付（昭和 45年７月から 47年６月まで）実施前に、市

町村広報誌により、36 年４月以降の未納保険料についても、その当時の保険



 
 

料で納付可能である旨の広報が行われていることが確認でき、申立人がまとめ

て納付したとする金額は、申立期間①の保険料を過年度納付により納付した場

合の保険料額と概ね一致することから、申立人の説明に不自然さはみられない。 

さらに、申立人の夫の姉及び申立人の友人によると、申立人夫婦が保険料を

まとめて納付したことについて、その当時(長男が小学校に入学したころ)に申

立人夫婦が話をしていたと証言しているところ、申立人の夫の姉は、その後、

申立人に国民年金への加入を勧められて加入手続を行ったとしており、オンラ

イン記録によると、申立人の夫の姉が、昭和 47年１月 29日に任意で被保険者

資格を取得していることが確認できることから、申立内容の信憑
ぴょう

性は高い。 

また、申立期間②については、３か月と短期間であり、申立人夫婦は当該期

間の前後において国民年金保険料を納付している上、当該期間の前後を通じて

住所の変更など生活環境に大きな変化が無く、国民年金保険料の納付が困難と

なる事情はみられず、夫婦二人分の保険料を集金人に納付していたとする申立

人の説明に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1588 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 38年４月から 39年２月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年２月から 39年２月まで 

    Ａ社を退職後、あまり日数を経過しないうちに、Ｂ市の国民年金の集金員

が訪問してきた。あまりにも早い訪問とその集金員に、「60 歳なんてじき

ですよ。」と言われたことは忘れられない。集金の頻度は毎月ではなく、金

額も覚えていないが、領収後、手帳に丸いゴム印を押されたことを覚えてい

る。 

ねんきん特別便が届き、国民年金の保険料の未納期間があることを知った。

私は、Ｂ市の集金員とのやりとりをはっきりと覚えており、現在の記録に納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以降、保険料の未納期間は無く、国民年金に関する納付

意識の高さがうかがえる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は、

昭和 39 年５月に払い出されていることが確認できる上、Ｂ市が保管する国民

年金被保険者名簿によると、申立人の同年３月分の保険料が現年度納付された

記録を確認できることから、遅くても同年４月 30 日までに申立人の加入手続

が行われたものと推認される。 

さらに、昭和 39 年３月分の保険料を現年度納付した時点で、申立期間のう

ち 38年４月から 39年２月分の保険料については、申立人の説明する印紙検認

方式で集金人に納付することは可能であり、申立人の申立内容に不自然さはみ

られない。 



 
 

一方、申立期間のうち、昭和 38年２月から同年３月までの期間については、

上記のとおり、申立人の加入手続が行われたものと推認される時点で過年度保

険料となるが、Ｂ市によると、集金員は過年度保険料を集金できないとしてお

り、これについて申立人は、納付書により国民年金保険料を納付したことはな

いとしている上、申立人が昭和 38 年ごろに加入手続を行い、上記とは別の国

民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人が当該期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 38年４月から 39年２月までの国民年金保険料については、納付していたも

のと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1589 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44年４月から 45年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月から 45年３月まで 

             ② 昭和 45年７月から 47年３月まで 

私は、ねんきん特別便が届いたので、社会保険事務所（当時）で年金記録

の照会を行ったところ、昭和 44年４月から 47年３月までの期間の納付記録

が無いことが分かった。 

その後、昭和 45 年４月から同年６月までの期間は、領収書が見つかった

ので記録訂正をされたが、申立期間①及び②についても、国民年金保険料は

妻が集金人に納付しており、年金記録がおかしいので第三者委員会に申し立

てた。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、申立人の国民年金保険料だけは未納にすること無く納付して

いたとしているところ、オンライン記録によると、申立人は、両申立期間を除

いて同保険料の未納が無く、過年度納付及び追納により同保険料を納付してい

ることが確認できることから、保険料の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人が所持している領収書から、申立人は、申立期間①直後の昭和

45 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していることが確認でき

るところ、オンライン記録を見ると、平成 21年５月 22日付けで、申立人の当

該期間の納付記録が未納から納付へ訂正されていることが確認できる上、申立

人には、国民年金制度創設当初の昭和 36 年２月に国民年金手帳記号番号が払

い出されているにもかかわらず、45 年当時に、上記とは別の同手帳記号番号

が払い出されていることが確認できることを踏まえると、申立人の年金記録に

ついて、適正に管理されていたとは考え難い。 



 
 

さらに、申立期間①は、12 か月と短期間である上、当該期間の前後の国民

年金保険料が納付済みであることから、申立人の保険料に関して納付意識の高

いその妻が、申立期間①の保険料を未納のままにしておくのは不自然である。 

一方、申立期間②について、申立人の妻は、申立人の国民年金保険料の申請

免除の手続を行っていないとしているが、オンライン記録によると、昭和 45

年７月から 47年３月までの期間、申請免除が承認された記録となっている上、

マイクロ台帳によると、申立期間②直後の、昭和 47年度から 49年度までの期

間についても、申請免除が承認された後に、納付していることが確認できるこ

とから、複数回に及ぶ申請免除の届出を行っていないとする申立人の主張とは

符合せず、さらに、同保険料を納付した記録が３年度にわたり、すべて漏れる

とは考え難い。 

また、申立人が申立期間②に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに当該期間の保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 44年４月から 45年３月までの国民年金保険料については、納付していたも

のと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 37年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年９月まで              

私の国民年金の加入手続と保険料納付は、母親が行ってくれていた。ねん

きん特別便が届き、国民年金の記録が空白になっていることを知り、Ａ社会

保険事務所（当時）に記録の照会をしたところ、昭和 36年４月から 37年９

月までの保険料は納付されていたが、還付していると回答された。保険料の

還付請求をした記憶は無く、還付金を受け取ってもいない。どうして還付と

記録されているのか分からない。母親が保険料を納付してくれていて、還付

もしてもらっていないので、調査をして、年金額に反映されるように記録を

訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社会保険事務所（当時）が保管する申立人に係る国民年金被保険者台帳に

よると、昭和 36 年４月から 38 年 12 月までの期間の国民年金保険料（3,300

円）が、38 年７月 29 日付けで還付決議されていることが確認できるものの、

申立期間の同保険料については、一度、納付されていたことが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人は、国民年金制度発足当初の昭和

35 年 10 月１日に、国民年金の強制適用被保険者として資格を取得した上で、

36年４月１日にその資格を喪失した記録となっているところ、申立人は 32年

１月から 37 年９月までの間は、申立人の父親が営んでいた米穀店（厚生年金

保険は未適用）で就業していたとしており、オンライン記録においても、37

年 10 月に厚生年金保険の被保険者となったことは確認できるものの、申立人

が、申立期間に、他の被用者年金制度へ加入した記録が確認できないことから、

申立期間については、国民年金の強制被保険者であり、事実と異なる資格喪失

手続により、還付手続が行われたことが認められる。 

    その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 1705 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社本店（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 46 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８

万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 46年８月１日から同年９月１日まで 

私は、昭和 46年３月 15日にＡ社本店に入社し、同年８月にＣ社Ｄ工場の

業務に従事後、同工場のＥ部門に異動した。私の年金記録によると、業務に

従事した期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落しており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する申立人に係る退職金計算書、適格退職年金加入申請書及び事

業所の証言から判断すると、申立人は、昭和 46年３月 15日にＡ社本店に入社

し、平成２年４月 30 日にＦ社（現在は、Ｂ社）を退職するまでの間、継続し

て勤務していたことが推認できる。 

また、Ｂ社は、「Ｃ社Ｄ工場は当社の子会社工場であり、申立人との雇用契

約は当社と継続していた。」と回答している。 

さらに、Ａ社本店及びＣ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

により、申立人と同じく昭和 46 年８月１日にＡ社本店において厚生年金保険

被保険者資格を喪失し、同年９月１日にＣ社Ｄ工場において同資格を取得して

いることが確認できる複数の元同僚は、「申立期間には、申立人と一緒にＤ工

場で勤務していた。」と証言しており、そのうち一人が所持する申立期間当時

の給与明細書によると、申立期間において、給与から厚生年金保険料が控除さ

れていることが確認できる。 

加えて、オンライン記録によると、Ｃ社Ｄ工場に係る厚生年金保険の新規適



 

用年月日は、昭和 46 年８月１日となっているものの、同社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者原票における健康保険の番号＊番から＊番までの被保険

者の資格取得日が同年９月１日となっていることについて、Ｇ年金事務所は、

「事業所台帳は残っていないものの、同社の厚生年金保険の新規適用年月日は

当初は同年９月１日であった。」としている。 

その上、申立人及び申立人が記憶する元同僚は、「昭和 46 年８月にＣ社Ｄ

工場に異動した。」と証言しているところ、同事業所の厚生年金保険の新規適

用年月日は同年９月１日となっていることについて、Ｂ社は、「Ｄ工場の立ち

上げに際して、当該工場に係る厚生年金保険の新規適用の届出が遅れたと考え

られる。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間においてＡ社本店及びＣ社

Ｄ工場で継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認められる。 

また、申立人のＡ社本店に係る申立期間の標準報酬月額については、昭和

46 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、８万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、当時の資料が残っていないため不明であるとしてお

り、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1706 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和

37 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000 円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月 30日から同年９月１日まで 

私は、昭和 35年６月にＡ社に入社し、Ｂ支店に配属となった。 

その後、平成４年まで継続してＢ支店で勤務（４年から 11 年７月に退職

するまでは本社で勤務）していたのに､年金記録では、昭和 37 年５月 30 日

から同年９月１日までの厚生年金保険の加入期間が抜け落ちているので、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人がＡ

社に昭和 35年６月に入社し、申立期間を含めて、平成 11年７月まで同社に在

籍していたことは推認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間の始期の昭和 37 年５

月 30 日まではＡ社において、申立期間の終期の同年９月１日からは、同日に

厚生年金保険の新規適用事業所となった同社Ｂ支店において、それぞれ厚生年

金保険の加入期間があるが、同様の記録は申立人以外に５人確認できる。 

さらに、上記５人のうちの１人は、申立人と同様の年金記録確認の申立てを

行い、既に、記録が訂正されている。 

  加えて、Ａ社では、「Ｂ支店が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 37

年９月１日より前から同支店で勤務していた元従業員に係る厚生年金保険の

被保険者資格の喪失及び取得の手続については、資料が残っておらず不明であ



 

る。しかし、申立人の退職金については、申立期間も通算して支払った。」と

している。 

  これらのことから総合的に判断すると、申立人は、申立期間において厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人のＡ社に係る申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年

10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 4,000 円とすることが妥当

である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関連資

料、周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1707 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 47年 11月６日に、申立人がＡ社Ｂ支店に

係る厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同社本店に係る同資格を取得した旨

の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったと認められることから、同社

Ｂ支店における資格喪失日及び同社本店における資格取得日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、８万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月６日から同年 11月１日まで 

私は、昭和 36年４月１日にＡ社Ｂ支店に入社し勤務していたが、47年 11

月６日付本店への転勤辞令により同月 13 日に着任した。しかし、申立期間

の厚生年金保険被保険者記録が無く納得できないので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社が保管する厚生年金保険被保険者台帳（以下「被保険者台帳」という。）

及び雇用保険の記録から、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 47 年 11

月６日に同社Ｂ支店から同社本店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、Ａ社では、被保険者ごとに被保険者台帳を作成して、事業所間で引き

継ぐことにより、同社在職期間中の被保険者資格情報を一貫して管理している

ところ、申立人に係る同台帳では、昭和 47年 11月６日に同社Ｂ支店に係る被

保険者資格を喪失し、同日付けで同社本店に係る被保険者資格を取得している

旨記録されていることから、同年 10 月６日に同支店で申立人が資格取得した

旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 

さらに、Ａ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標

準報酬決定通知書によれば、申立人の同社本店における資格取得日が昭和 47

年 11 月６日と記載され、同日付けで資格取得を届け出ていることが確認でき



 

るところ、オンライン記録によると、申立人の同社本店における資格取得日は

同年 11月１日と記録されていることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 47年 11月６日にＡ

社Ｂ支店に係る被保険者資格を喪失し、同日に同社本店に係る被保険者資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社が管理していた被保険者台

帳及び同社Ｂ支店に係る昭和 47 年 10 月の社会保険事務所の記録から、８万

6,000円とすることが妥当である。 



 

兵庫厚生年金 事案 1708 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 30年５月１日から同年６月１日までの期間について、

事業主は、申立人が同年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の

届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったと認められることから、申立人の

厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 21年５月から 25年１月まで 

         ② 昭和 25年４月から 26年３月まで 

         ③ 昭和 26年 10月から 28年３月まで 

         ④ 昭和 30年５月から同年 12月まで 

         ⑤ 昭和 39年５月から同年 10月まで 

私の夫は、昭和21年５月から25年１月までの間、Ａ社Ｂ部Ｃ課で勤務し、

Ｂ部が同年１月に解散したため退職したが、当該期間の厚生年金保険被保険

者記録が無いことに納得できない。また、同年４月から 28年３月までの間、

Ｄ社に勤務していたが、26年３月 16日から同年 10月 10日までの期間しか

厚生年金保険被保険者記録が無く、Ｅ社Ｆ支店では、28 年４月１日から 30

年 12 月まで勤務していたが、同年５月１日までの期間しか厚生年金保険被

保険者記録が無いことに納得できない。さらに、Ｇ社では、39 年５月に入

社したが、同年 10月 14日からの厚生年金保険被保険者記録となっているこ

とに納得できない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

 



 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間④のうち、昭和 30 年５月１日から同年６月１日までの期間につ

いては、申立人が所持する「平成 20年 10月８日付け被保険者記録照会回答

票」によると、申立人のＥ社Ｆ支店に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

は昭和 30年６月１日であることが確認できる。 

    また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、Ｅ社Ｆ支

店の被保険者資格喪失日は昭和 30 年６月１日であることが確認できる上、

当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても被保険者

資格喪失日は同日であることが確認できる。 

    一方、申立人が所持する「平成 21年６月 18日付け厚生年金保険の期間照

会について（回答）」によると、Ｅ社Ｆ支店に係る厚生年金保険被保険者資

格喪失日は昭和 30年５月１日であることが確認でき、事務センターは、「同

社Ｆ支店の被保険者證番號決定簿によると、当該事業所は同日に適用事業所

ではなくなっていることが確認できたことから、記録を同日に訂正した。」

としている。 

    しかしながら、Ｅ社Ｆ支店の被保険者證番號決定簿によると、申立人の被

保険者資格の喪失届の受付日は昭和 30年６月 16日であり、その後に同年７

月 16 日にも当該事業所の従業員に係る被保険者資格の喪失の届出があるこ

とが確認できる上、オンライン記録によると、当該従業員の資格喪失日は同

年７月１日であることが確認できることから、さかのぼって当該事業所の厚

生年金保険の適用事業所でなくなる届出がされたと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、上記資格喪失に係る記録の訂正は有効なも

のと認められず、申立人の資格喪失日は、昭和 30 年６月１日であったと認

められる。 

    なお、申立人のＥ社Ｆ支店に係る当該期間の標準報酬月額については、昭

和 30年４月の社会保険事務所の記録から、１万 6,000円とすることが妥当

である。 

  ２ 申立期間①については、申立人は、Ａ社Ｂ部Ｃ課に継続して勤務していた

としているところ、国立国会図書館政治史料課は、「連合国最高司令官総司

令部文書のなかに申立人の氏名及び生年月日が記載された履歴書が確認で

き、当該履歴書は昭和 21年６月及び同年 11月に作成されたと推定され、『書

類作成当時、Ｈ県に駐留していたＩ部Ｊ課の通訳をしている。』と記載され



 

ている。」としていることから、申立期間①の一部について当該事業所に勤

務していたことは推認できる。 

しかし、駐留軍施設に勤務する日本人従業員の労務管理については、昭和

23年から 24年にかけて駐留軍施設の所在する都道府県知事が「渉外労務管

理事務所」を設立し、国の機関委任事務として事務手続を行っており、24

年４月１日から社会保険制度が適用されているところ、防衛局は、「Ｈ県内

の渉外労務管理事務所に係る労働者名簿及び厚生年金保険記録において申

立人に関する記録は確認できなかった。」としている。 

また、Ｋ渉外労務管理事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

よると、申立期間①において被保険者資格を取得している者の中に申立人の

氏名は確認できない上、健康保険の番号に欠番は無く、申立人に係る記録の

欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

さらに、防衛局は、「駐留軍に勤務する労働者の形態として、国に雇用さ

れた者のほかに、Ｌ軍等に直接雇用された者もいた。」としている上、国立

国会図書館は、「当該履歴書はＬ軍が管理していた資料であることから、申

立人は、Ｋ軍に雇用されていた可能性がある。」としている。 

  ３ 申立期間②については、申立人は、昭和 25 年４月からＤ社に勤務してい

たとしているが、オンライン記録によると、同社は同年 12月 15日に厚生年

金保険の新規適用事業所となっており、申立期間②のうち、同年４月から同

年 12月 14日までは厚生年金保険の適用事業所となる前の期間である。 

    また、Ｄ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、住所

地を管轄する法務局に同社に係る商業登記の記録は無く、申立人の勤務実態

及び厚生年金保険の適用状況を確認することができない。 

    さらに、申立期間②のうち、Ｄ社が厚生年金保険の新規適用事業所となっ

た以降に厚生年金保険被保険者資格を有する元従業員３人を把握し聞き取

りを行った結果、１人の元従業員（昭和 26年３月 21日資格取得）は、「私

が入社したときには申立人は既に勤務していたことは記憶しているが、入社

日についてはわからない。」と証言している上、残る２人は、ともに「申立

人の記憶は無い。」と証言しており、申立人が申立期間②に同社に在籍して

いたことについて具体的な証言を得ることができない。 

    加えて、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期

間②において被保険者資格を取得している者の中に申立人の氏名は確認で



 

きない上、健康保険の番号に欠番は無く、申立人に係る記録の欠落をうかが

わせる不自然な点は見当たらない。 

  ４ 申立期間③については、申立人は、昭和 28 年３月までＤ社に勤務してい

たとしているが、オンライン記録によると、同社は 27年２月 28日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間③のうち、同年３月１日

から 28 年３月までは同社が厚生年金保険の適用事業所となっていない期間

である。 

    また、Ｄ社は、前述のとおり既に適用事業所ではなくなっており、同社の

元従業員は、「申立人が退職した時期については分からないが、同社は 27

年ごろには資金繰りに困り、給与も遅配や未払いになっていたので、退職す

る従業員がいた。」と証言している。 

    さらに、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人

は、昭和 26年 10月 10日に被保険者資格を喪失している記載が確認でき、

当該名簿の記録に不自然な点は見当たらない。 

  ５ 申立期間④のうち、昭和 30年６月１日から同年 12月までの期間について

は、申立人は、同年 12 月までＥ社Ｆ支店に勤務していたとしているが、同

社は前述のとおり、同年５月１日にさかのぼって厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっている上、元事業主の消息も不明であるため、申立人の勤務実

態及び厚生年金保険の適用状況を確認することができない。 

    また、申立期間④の一部においてＥ社Ｆ支店で厚生年金保険被保険者資格

を有する元従業員一人を把握し聞き取りを行ったが、「申立人を記憶してい

るが、いつまで同社に勤務していたのかは分からない。」と証言しており、

申立人が申立期間④のうち昭和30年６月１日から同年12月までの期間につ

いて同社に在籍していたことについて具体的な証言を得ることができない。 

  ６ 申立期間⑤については、申立人は、昭和 39 年５月からＧ社に勤務してい

たとしているところ、同社の複数の元従業員の証言から、申立人が同事業所

に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、Ｇ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

上、元事業主の消息も不明であり、同社のグループ会社であるＭ社は、「Ｇ

社は事業所の統廃合を繰り返しているため、現在はどの事業所になっている

かは不明である。」としており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用

状況を確認することができない。 



 

    また、申立期間⑤においてＧ社で厚生年金保険被保険者資格を有する元従

業員 10 人を把握し聞き取りを行ったが、４人は、「申立人が同事業所に勤

務していたことは記憶しているが、いつから勤務したのかは分からない。」

と証言している上、残る６人は、「申立人を記憶していない。」と証言して

おり、申立人が申立期間⑤に同事業所に在籍していたことについて具体的な

証言を得ることができない。 

    さらに、Ｇ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期

間⑤において被保険者資格を取得している者の中に申立人の氏名は確認で

きない上、健康保険の番号に欠番は無く、申立人に係る記録の欠落をうかが

わせる不自然な点は見当たらない。 

  ７ このほか、申立人が申立期間①から⑤（申立期間④のうち、昭和 30 年５

月１日から同年６月１日までの期間を除く。）までに係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、他に申立

人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間①から⑤（申立期

間④のうち、昭和 30 年５月１日から同年６月１日までの期間を除く。）ま

でに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認

めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1709 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年８月 26日から 25年２月 11日まで  

    私は、昭和 23年８月にＡ社Ｂ工場に入社し、仕事をしていたが、25年２

月ごろ、仕事が苦痛になって、同僚と二人で実家に逃げ帰った。 

    ｢ねんきん特別便｣によると、当該工場で勤務していた期間に係る厚生年金

保険の加入期間について、脱退手当金が支給されたこととされているが、当

時、脱退手当金はおろか、逃げ帰る日までの日割り分の給料すらもらわずに

工場を去ったので、支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金については、申立人の

Ａ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和

25年７月 15日に支給決定されていることが確認できる。 

しかし、申立期間当時における脱退手当金の支給要件は、「厚生年金保険被

保険者期間が５年以上 20年未満の者が 50歳を超えた時。ただし、死亡の場合

及び６か月以上の同被保険者期間を有する女性が結婚又は出産のために脱退

した時については年齢制限無し。」とされていたため、申立人が、その主張ど

おり、婚姻又は分娩ではなく業務が苦痛であったことを理由にＡ社Ｂ工場を退

職したのであれば、申立人は、６か月以上の厚生年保険被保険者期間を有する

ものの、年齢制限により脱退手当金を受給できなかったこととなる。 

そこで、Ｃ市の改製原戸籍を調べると、申立人は、脱退手当金の支給決定日

から約４年後の昭和 29 年＊月＊日に長女を出産し、その２日後に入籍してい

る上、それ以前に婚姻や分娩の記録は無いことが確認できる。 

また、一緒に実家に逃げ帰ったとする元同僚は、｢申立人は同じ寮の仲間で

あった。会社が嫌になり、申立人と一緒に、出先から会社にも寮にも戻らず、



 

給料ももらわずにそのまま実家に逃げ帰った。｣と、申立人の供述と一致する

内容を証言している上、オンライン記録によると、当該元同僚は脱退手当金を

受給していないことが確認できる。 

以上のことから、申立人は、申立期間当時における脱退手当金の支給要件を

満たしていなかったものと考えられる。 

さらに、Ａ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記

載されているページの前後合計６ページ（120人）のうち、オンライン記録に

より６か月以上の厚生年金保険被保険者期間を有することが確認できる女性

26 人を抽出したところ、脱退手当金の支給記録がある者は申立人を除き一人

だけしか見当たらないことを踏まえると、申立人の委任に基づき事業主が代理

請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1710 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、Ａ社Ｂ工場（適用事業所名は、Ａ社。その後の分社、

合併を経て、現在は、Ｃ社Ｄ工場）における資格喪失日及び同社Ｅ工場におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 33年９月 20日にそれぞれ訂正し、申立期間の

標準報酬月額を１万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年８月 22日から同年９月 25日まで 

    私は、Ａ社に昭和 29年４月 28日に入社以来、平成２年 11月 28日の退職

まで継続して勤務しており、この間、給与から厚生年金保険料は天引きされ

ていたが、同社Ｂ工場から同社Ｅ工場への転勤の際に申立期間の厚生年金保

険被保険者記録が１か月欠落している。同一事業所で勤務し、勤務地が変わ

っただけで記録が欠落するのはおかしいため、申立期間を被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社から提出された厚生年金基金加入員資格取得届及び退職金計算書並び

に同社の供述から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 33 年９

月 20 日に同社Ｂ工場から同社Ｅ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場に係る昭和

33 年７月の社会保険事務所(当時)の記録から、１万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付したか否かについては不明であるとしており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを



 

得ない。 

また政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、行ったとは認められない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1711 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場（適用事業所名称はＡ社）にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 24 年１月３日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を、23年７月は 600円、同年８月から同年 12月までは 1,800円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 23年７月 26日から 24年１月３日まで 

私は、昭和 21年 12月にＡ社Ｂ工場に入社し、平成４年３月に退職するま

での間継続して同社で勤務した。私の年金記録によると、昭和 23年７月 16

日付けで同社Ｃ工場に異動した際の同工場での資格取得日が 24 年１月３日

とされ、私の被保険者期間に６か月の欠落があることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する人事記録及び同社の回答から判断すると、申立人は同社に継

続して勤務し（同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、当該異動日については、オンライン記録によると、Ａ社Ｃ工場は昭和

23 年 11 月 21 日に厚生年金保険の新規適用事業所となっていることから、申

立人の同工場への異動時点において同工場は適用事業所となっていない上、同

工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の被保険者資

格取得日は、資格取得日順とはなっておらず、当該事業所が遡及
そきゅう

して申立人の

被保険者資格取得の届出を行ったことがうかがえるが、このことについて、同

社は、「当社Ｃ工場に係る当時の社会保険の届出に係る資料は残っていないた

め、当時の経緯は不明であるが、異動時点で同工場が適用事業所となっていな



 

いのであれば、同工場で資格を取得するまでの間はＢ工場の被保険者として取

扱う必要があったと考えられる。」としていることから、Ａ社Ｂ工場での資格

喪失日を 24年１月３日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る昭和 23 年６月の社

会保険事務所（当時）の記録から、23 年７月は 600 円、同年８月から同年 12

月までは 1,800円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1712 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は申立人が主張する昭和 33 年９月２日に、厚生年金保険被保険者の

資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったと認められる

ことから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を 33 年９月２

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

    

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男（死亡）  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 大正 14年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年６月７日から 21年２月１日まで 

② 昭和 33年９月２日から 34年９月２日まで 

私の夫は、昭和 19年４月にＣ社（現在は、Ｄ社）に入社し、56年に退職

するまで正職員として勤務し、この間ずっと給与から厚生年金保険料が控除

されていたはずなので、途中に、厚生年金保険に加入していない期間がある

ことは考えられない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間②については、Ｄ社が提出した在職証明書に、申立人の入社年月

日は昭和 18年 12月５日、退職年月日は 56年 12月 11日と記載されている

上、同社は、「申立人は、申立期間②において、Ａ社Ｂ工場に所属していた。」

と回答しており、申立人が同社に勤務していたことが確認できる。 

  また、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者資格取得年月日

は、健康保険厚生年金保険被保険者原票ではオンライン記録と同じ昭和 34

年９月２日となっているが、当該原票より前に作成された健康保険厚生年金

保険被保険者名簿では 33年９月２日と記載されている。 

さらに、当該名簿によると、昭和 34年 10月に標準報酬月額の定時決定が

行われたことが認められる。 



 

これらの記録を前提とすると、申立人が昭和 34 年９月２日に厚生年金保

険被保険者資格を取得した旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 

以上のことを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 33 年９月２日

に厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を事業主が社会保険事務

所に対して行ったと認められる。 

なお、申立人のＡ社Ｂ工場に係る申立期間②の標準報酬月額については、

昭和 34 年９月の社会保険事務所の記録から、１万 8,000 円とすることが妥

当である。 

２ 一方、申立期間①については、上記のＤ社が提出した在職証明書により、

申立人が同社に在籍していたことは確認できるものの、同社は、「当時の勤

務地については、記録が無く不明である。」としている。 

  また、オンライン記録によると、申立期間①の直前は、Ｃ社、直後はＥ社

において厚生年金保険の加入記録が確認できる。当該両事業所に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳によると、申立

人のＣ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日及びＥ社における同資

格取得日は、いずれもオンライン記録と一致している上、当該名簿及び被保

険者台帳に申立人の記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見受けられな

い。 

さらに、上記名簿によると、Ｃ社における厚生年金保険被保険者資格喪失

日及びＥ社における同資格取得日が申立人と同じである者が３人いたこと

が確認できるが、３人とも既に死亡しており、申立人の勤務実態及び当時の

状況について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚

生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫国民年金 事案 1591 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年７月から 39 年３月までの期間及び 45 年１月から 63 年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年７月から 39年３月まで 

             ② 昭和 45年１月から 63年６月まで 

    私は、町内会長に、国民年金保険料を支払っていたのに、納付済期間が

27か月しか無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市で保管されている国民年金被保険者名簿によると、昭和 36 年７月以降

の国民年金保険料について、申立人が納付を「拒否している」との記載が確認

できる上、居所不明を理由とした「不在被保険者」とする報告を、社会保険事

務所（当時）に対して 42年８月８日に行っていることが確認できる。  

また、申立人の戸籍の附票によると、居所不明のため、昭和 44 年３月 25

日に住民票が職権で取り消され、58 年３月７日に住民票が再登録されている

ことから、申立人が申立期間②のうち、45年１月から 58年３月までの期間の

国民年金保険料を納付できたとは考え難い。 

さらに、申立人は、Ｂ市で昭和 59年７月から平成 10年１月までの期間につ

いて、生活保護を受給していることを踏まえると、申立期間②のうち、昭和

59年７月から 63年６月までの期間について、国民年金保険料を納付していた

とは考え難い。   

加えて、申立人が申立期間①及び②に係る国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納

付したことをうかがわせる周辺事情も確認できない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1592 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年２月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女    

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年２月から同年９月まで 

厚生年金保険の第４種被保険者として保険料を納め、被保険者期間が 20

年に達したのでもういいと思っていたが、やはり年金は掛けていた方が良い

と思い、昭和63年10月ごろに市役所へ行き、国民年金の加入手続を行って、

62 年２月からの保険料未納分についても納付した。しかし、ねんきん特別

便で同年２月から９月までの８か月分の納付記録が漏れていることを知っ

た。当時、手続をした時にさかのぼって納めるように言われ、常時手元に

15 万円くらいを保管していたので、そのお金で一括で十数万円を納付した

覚えがある。自営業を営んでいたので、役所などの事務手続についてはきち

んと行っており、銀行にも信用を得ていた。社会保険事務所（当時）で説明

を受けたが、納得できないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は、平成

元年 10月６日に払い出されている上、オンライン記録の被保険者台帳資格画

面によると、申立人の資格取得日とされる昭和 62年２月１日に係る資格取得

の届出日は、平成元年９月 21 日に行われた旨の記録が確認できることから、

このころに加入手続が行われたものと推認される。 

また、申立人は、国民年金の加入時に、さかのぼった期間の保険料として

一括して十数万円を納めた記憶があるとしているところ、オンライン記録に

おいて、申立期間の直後である昭和 62 年 10 月から平成元年３月までの期間

について２年１月 31日に過年度納付されていることが確認できる上、被保険

者台帳納付画面においても「国庫金社保納付」の記号が入力されていること

から、当該期間については過年度納付によって納付されたものと推認される。 



 

さらに、上記の昭和 62 年 10 月から平成元年３月までの期間を過年度納付

により一括して納付した場合の保険料金額は合計 13万 6,800円となり、申立

人がさかのぼって納付したと記憶している金額とほぼ一致しており、申立人

が当該期間とは別に、さらに申立期間についても過年度納付したとする事情

は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

兵庫国民年金 事案 1593 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年３月から 46年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 46年５月まで 

私は、両親に勧められ、結婚して３年目の昭和 40年ごろから、家の近所

に来ていた集金人に毎月、保険料を納付していた。その当時の保険料は１

か月 280 円から 340 円ぐらいだったと記憶している。しかし、社会保険事

務所（当時）から送られてきた書類には、加入した時期が 46年６月からと

なっており、私の記憶と６年間の差があり、もっと以前から保険料を納付

しているはずなのに、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及び国民年金被保険者台帳によると、申立人は、昭和 46 年

６月５日に国民年金の任意加入被保険者の資格を取得したことが確認できる

上、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は同年４

月 30 日に払い出されていることが確認できることから、申立人の国民年金加

入記録について、行政上の記録管理の不自然さはうかがえない。 

また、国民年金の任意加入被保険者は、制度上、さかのぼって国民年金に加

入することができないため、申立期間については未加入期間と記録されている

ことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料の納付を行ったとは考え難い。  

さらに、申立人が国民年金に加入したとしている昭和 40 年ごろに、上記と

は別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は

見当たらない上、申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1594 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和56年11月から平成元年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女   

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 11月から平成元年４月まで  

    国民年金については家計を預かっていた私の役目で、加入手続や厚生年金

保険から国民年金への切替手続、さらに、保険料の納付についても元夫の保

険料と一緒に私が銀行で納付していた。確かに、元夫と別居を決意し、私が

Ａ市に移り住むことになった平成元年５月以降の保険料の納付については、

Ｂ市役所で経済的に保険料の納付が困難である旨を伝え、納付記録が未納と

されていることについて認識をしていたが、元夫と同居していたＢ市在住時

には経済的にも余裕があり、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚後の昭和 41 年１月から、厚生年金保険被保険者となった時

期を除き、元夫と別居した平成元年４月まで、元夫の分と併せて国民年金保険

料を納付し続けてきたと主張しているが、Ｂ市が保管する国民年金被保険者異

動関係届によると、申立人の元夫が昭和 56年８月 21日に厚生年金保険被保険

者資格を取得したことから、任意加入被保険者となった申立人が同年 11 月５

日に国民年金被保険者の資格喪失届を提出していることが確認できる。 

また、申立人の元夫が厚生年金保険被保険者資格を喪失した後、国民年金被

保険者資格を再取得した昭和 59 年２月１日以降、申立人自身の国民年金被保

険者資格の再取得の手続は行われておらず、申立人は、制度上、強制加入被保

険者となった 61 年４月より前の期間においては、国民年金被保険者でなかっ

たことが確認でき、このことは、国民年金被保険者原票と一致することから、

56年 11月から未加入期間とされた申立人が、申立期間に国民年金保険料を納

付したとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1595 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年３月から 43年４月までの期間及び昭和 43年６月から同

年 10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年３月から 43年４月まで 

             ② 昭和 43年６月から同年 10月まで 

両親が国民年金に加入し、保険料を納付していたので、私も両親に勧めら

れ、親任せで国民年金に加入した。保険料も両親から納付しておくと伝えら

れた。両親は既に死亡しており詳しい状況は分からないが、申立期間が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 49年４月２日に払い出されており、

このころに初めて国民年金に加入したものと推認され、また、さかのぼって被

保険者資格を取得したことも確認できないことから、申立期間は未加入期間と

なり、保険料を納付できない期間となる上、申立期間①及び②当時に別の同手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、保険料の納付は両親が行ってくれたと主張しているが、

申立人の両親は既に死亡しており、申立人は直接納付に関与していないため、

申立期間に係る具体的な加入状況及び納付状況が不明である。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

      これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1596 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年１月から 52年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 52年７月まで 

私は、昭和 38 年＊月ごろに長女が生まれたことや夫が転職したことにと

もない、市役所で国民年金に加入し、国民年金保険料を納付してきた。 

    平成 20 年ごろに記録を確認したところ、昭和 38 年から 52 年までの 15

年近くの期間、国民年金に加入していない期間とされていることが分かった。 

住居が２回変わったので、領収書といった証拠となるものは残っていない

が、国民年金の記録が無いとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 38 年＊月ごろ、夫が転職したことを契機に国民年金の任意

加入の手続を行い、国民年金保険料を納付書で納付していたとしているが、オ

ンライン記録によると、申立人は、52 年８月８日に国民年金に任意加入して

いることが確認でき、申立期間は未加入期間と記録されていることから、申立

期間の国民年金保険料を納付できたとは考え難い。 

また、昭和 38 年ごろに、上記加入の際に払い出された国民年金手帳記号番

号とは別の同手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

さらに、申立期間は 175か月と長期間である上、申立人には、申立期間の国

民年金保険料を納付したことについて具体的な記憶が無いほか、申立人が申立

期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること  

はできない。



 

兵庫国民年金 事案 1597 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年９月までの期間及び 38年３月から 42年１

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女   

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年９月まで 

             ② 昭和 38年３月から 42年１月まで 

    夫がＡ社を退職後、夫婦共に国民年金に加入した。保険料は定期的に住友

銀行で納付していた。私は昭和 42 年から保険料を納付していたので、それ

以前の保険料は支払っておらず、45 年ごろ、不足分の保険料４万 5,000 円

をさかのぼって社会保険事務所（当時）で納付した。窓口で、職員から、｢こ

れで満額が掛かりましたよ。｣と言われたことを記憶している。 

    年金を貰
もら

える年齢になり、社会保険事務所でさかのぼってまとめて保険料

を支払った期間の記録が無いことを知り、大変驚いた。当時はコンピュータ

ーの無い時代だったが、私の支払った保険料はどうなったのか。調査の上、

記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の夫が昭和 42 年にＡ社を退職後、夫婦共に国民年金に加

入し、定期的に現年度納付していたとしているところ、市が保管する国民年金

手帳記号番号払出簿により、申立人及びその夫の同手帳記号番号は、47 年２

月に夫婦連番で払い出されていることが確認できる上、申立人の所持する国民

年金手帳にも同年２月 17 日発行と日付が押印されていることが確認できるこ

とから、このころに申立人及びその夫の国民年金の加入手続が行われたものと

推認でき、申立人が説明する「42 年から保険料を納付していた。」という内

容と符合しない上、別の同手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

また、申立期間①及び②当時、申立人の夫は厚生年金保険の被保険者であり、



 

申立人は国民年金の任意加入適用期間中の未加入期間となる上、申立人が所持

する国民年金手帳にも、｢(資格取得)昭和 42年２月 16日｣と記載されているこ

とから、申立期間①及び②は国民年金の被保険者としては取り扱われておらず、

制度上、国民年金の未加入期間となり、未加入期間の場合はさかのぼって保険

料を納付することができない。 

さらに、市が保管する申立人の国民年金被保険者名簿によると、申立人は、

昭和 45年１月から 46 年３月までの保険料を過年度納付し、42年２月から 44

年 12 月までの保険料を第１回特例納付により納付していることが確認でき、

当該期間の夫婦合わせた保険料を計算すると、４万 2,600円となり、申立人が

４万 5,000円まとめて納付したとする保険料の額と近似するが、これに加えて

申立期間①及び②の保険料を夫婦合わせて納付した場合、上記の金額とは別に

３万 2,850円必要となり、申立人が記憶する金額と乖離
か い り

することから、申立期

間①及び②にまとめて納付していたとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間①及び②に係る国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。これら申立

内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申立人

が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたものと認めることはで

きない。 



 

兵庫国民年金 事案 1598 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年７月から 53年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月から 53年 11月まで 

    Ａ市で父の事業所で働いていたころに、妻と両親とで一緒に住んでいた。

私の収入は給料として親から渡されていて、会計をしていた母は、「家族全

員の年金の保険料を納付している。」と言っていたので、保険料は給料から

引いていたのかもしれない。 

    結婚して１年ぐらいは両親と一緒に住んでいたが、妻が病気で入院して退

院後は、実家から歩いて 10 分ほどのＡ市Ｂ町に夫婦で転居した。その時に

妻は、母から、「別所帯になっても保険料は払っておくから払わなくてもよ

い。」と言われたことを覚えており、保険料は続けて払ってくれているもの

と思っていた。 

    私は、保険料や手続のことを母に任せていたので、覚えていることはほと

んど無いが、姉に聞くと、姉が出産のため実家にいたころに、婦人会の人が

票のようなものを携えて保険料を取りに来て、お金を渡すとそれに判子を押

していたことを覚えていた。 

    ねんきん特別便が届き、母が納付したはずの私と妻の年金記録が無いこと

が分かったので、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は昭和 54

年５月に夫婦連番で払い出されており、申立期間は国民年金の未加入期間で

あった上、申立期間に係る申立人の別の同手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立人の国民年金保険料の納付は、家業の会計をしてい

た母親が行っていたとしているところ、申立人の母親は既に亡くなっており、

申立人の国民年金加入時期や保険料額についても確認できるものは無い上、

申立人も保険料の納付に関する記憶がほとんど無いため、当時の状況が不明



 

である。 

さらに、申立人の住居について、申立人は結婚してから、およそ１年後に

申立人の母親とは別の住居に転居したとしており、地区ごとに保険料を徴収

していたとする当時の状況では、保険料の納付も転居先の納付組織で徴収さ

れることとなるところ、それまでと同様に申立人の母親が転居先の納付組織

で保険料を納めていたとは考え難い。 

加えて、申立人は、申立人の母親が国民年金保険料を納付していた状況に

関する具体的供述として、申立人の姉の証言を挙げているところ、申立人の

姉は、任意加入被保険者の資格を昭和 40年７月１日に取得してから、初めて

Ｃ市で納付記録が確認でき、その後、48年１月 19日にＤ市へ住所の変更が

確認できるものの、Ａ市へ住所を変更した記録は無く、申立期間において申

立人とは異なる納付状況であったことが認められる。 

そのほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1713  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年５月 26日から同年 11月１日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）で仕事をしていたのに、昭和 32 年５月 26

日から同年 11 月１日までの厚生年金保険被保険者記録が欠落している。よ

く調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社に住み込みで勤務していたと主張してい

るが、申立期間において当該事業所で厚生年金保険被保険者記録を有する８人

のうち、所在が確認できた４人に、申立人の在籍及び厚生年金保険の加入状況

について照会したところ、３人から回答があったものの、申立人を記憶してい

る者はおらず、申立人が申立期間において在籍し厚生年金保険に加入していた

ことを裏付ける証言や証拠は得られない。 

また、申立人は、Ａ社で勤務したとする期間中に自分より年下の従業員はい

なかったと主張しているところ、申立期間後の昭和 33 年４月１日に当該事業

所で被保険者資格を取得している９人は、いずれも 32 年３月に中学を卒業し

た年齢（申立人の１学年下）であり、その全員に照会したところ、回答があっ

た４人は、いずれも中学卒業後の同年４月から当該事業所に住み込みで働いて

いたと回答しているものの、申立人のことを記憶している者は一人であり、ⅰ）

当該元従業員は、申立人の退職時期についてまでは記憶していないとしている

こと、ⅱ）Ｂ社によると、申立人の在籍を証明する資料が無いとしていること、

ⅲ）オンライン記録において、申立期間後に申立人の厚生年金保険被保険者記

録が確認できる３つの事業所に申立人の履歴書等の職歴が確認できる資料の

有無を照会したものの、そのすべての事業所が当該資料を保管していないとし

ていることにより、申立人が申立期間に当該事業所に在籍していたかどうかを



 

確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の

資格喪失日欄には昭和 32年５月 26日と記載され、備考欄には健康保険被保険

者証が返納されたことを示す「証返」の表示があることが確認できる。 

加えて、オンライン記録において、申立期間後の昭和 32年 11月１日から申

立人の厚生年金保険被保険者記録が確認できるＣ社（現在は、Ｄ社）について

調査し、同日に被保険者資格を取得している８人のうち、所在が確認できた５

人に、申立人の当該事業所への就職時期及び厚生年金保険の加入状況を照会し

た結果、回答があった４人のうち、申立人のことを記憶している二人は、「私

は 32 年４月に就職し、１、２か月後に申立人が就職してきた。申立人は色々

な作業に従事していたのを記憶している。当該事業所は、全体で 10 人程度の

従業員がいた。就職当初は、当該事業所は厚生年金保険に加入していなかっ

た。」、「私は 32 年４月に就職し、少し後に申立人が就職してきた。」とそ

れぞれ証言している。 

これらのことから判断すると、申立人は、申立期間の一定期間においてその

主張するＡ社ではなく、Ｃ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｃ社に係るオンライン記録及び健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

32年 11月１日であることが確認できる。 

また、Ｄ社は、「当時の資料を保存しておらず、また、当時のことを知る者

もいないため、申立てどおりの届出を行ったかどうか確認できない。」として

いる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 
これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1714 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 12月 21日から 30年４月 21日まで 

    私は、昭和 27年４月にＡ社に就職し、31年３月まで夜間学校に通いなが

ら労働組合の事務をしていた。夜間学校を卒業した同年４月からは、正社員

となりＢ職の事務として 36 年８月末まで勤務した。途中、同社はＣ社を経

て、Ｄ社に名称は変わったが、その間も私は継続して勤務していた。30 年

４月21日から36年９月１日までの厚生年金保険被保険者期間については脱

退手当金を受領したが、28 年 12 月 21 日から 30 年４月 21 日までの同被保

険者記録が欠落していることに納得できない。調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言により、申立人は申立期間において、Ａ社の労働組合の

事務員として勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名

簿」という。）において、昭和 27年３月１日から 30年４月 21日までに厚生

年金保険被保険者資格を取得している 284人を把握し、このうち所在が確認で

きた 45 人及び当時の事務担当者に申立人の厚生年金保険の加入状況について

照会し、29 人から回答があったものの、申立人が申立期間において厚生年金

保険に加入していたことを裏付ける証言や証拠は得られない。 

また、Ａ社に係る閉鎖登記簿謄本等によると、平成 17年 10 月 20 日に特別

清算終結の決定が確認でき、当該特別清算会社の書類保管者は、「申立人に係

る当時の資料は保存していない。」と回答しており、申立人の勤務実態及び当

時の状況について確認できない。 

さらに、昭和 24 年７月７日付け職発第 921号職業安定局長、労政局長、厚

生省保険局長発各都道府県知事宛通知によると、被保険者がその使用されてい



 

る事業所の労働組合の専従職員となった場合は、申立期間当時の労働組合法第

２条及び第７条の規定によって、その者に対するすべての報酬の支給は明確に

禁止されることとなり、事業主との関係では厚生年金保険被保険者資格を喪失

させなければならず、労働組合に使用される者として被保険者となることがで

きるとされているところ、ⅰ）申立人はＡ社で労働組合事務の仕事をしていた

ときの給料は、労働組合費から支給されていたとしている上、当時の給与計算

事務員がそれを裏付ける証言をしていること、ⅱ）オンライン記録及び被保険

者名簿において、申立てに係る事業所は昭和 30 年４月１日に健康保険組合に

加入していることが確認できるところ、当時の事務担当者によると、当該事業

所が健康保険組合に加入するにあたって適正調査があったとしていること、

ⅲ）事業所名簿検索において、申立てに係る事業所の労働組合が厚生年金保険

の適用事業所であった事実が確認できないことから、Ａ社において、申立人に

係る被保険者資格の喪失届が提出された可能性がうかがえる。 

加えて、被保険者名簿によると、申立人は昭和 27 年４月１日に厚生年金保

険被保険者資格を取得し、28年 12月 21日に同資格を喪失後、再度、30年４

月 21 日に別の被保険者手帳記号番号で同資格を取得していることが確認でき、

オンライン記録及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）と一致する上、申立

期間に申立人の氏名の記載は無く、整理番号の欠番等も無いことから、申立人

の記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらず、厚生年金保険被保険者

手帳記号番号払出簿における２度の払出日に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 
これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1715 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年４月から 24年 11月１日まで 

             ② 昭和 24年 11月 1日から 28年１月１日まで 

             ③ 昭和 28年１月１日から 36年４月１日まで 

    私は、終戦後、実家の近くにあったＡ社に昭和 22年４月から 24年 10月

末まで勤務した（申立期間①）。 

    その後、昭和 24年 11月１日に、親戚の紹介でＢ社に入社し、同社が平成

14 年４月に破産するまでの間、継続して勤務していた。当初、個人商店で

あったＢ社は、株式会社へ改組し、所在地の移転も行われ、その後、名称を

Ｃ社と変更したが、社会保険は当初から完備されていたことから、給与から

も厚生年金保険料の控除があったと記憶している（申立期間②及び③）。 

    ところが、年金記録には、Ａ社及びＢ社で勤務していた期間の厚生年金保

険の加入記録が無く、Ｂ社がＤ社になって以降も、昭和 36 年４月１日まで

の期間について厚生年金保険の加入期間が無いことに、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、商業登記簿によると、Ａ社は昭和５年から 20 年

間の有期設立として登記されており、当該期間は同社の操業期間中であるこ

とが確認できる上、申立人は、同社の所在地や事業内容を刻明に記憶してい

ることから、申立人が、当該期間において同社で就業していたことはうかが

える。 

    しかし、健康保険厚生年金保険事業所台帳及びオンライン記録において、

Ａ社という名称の厚生年金保険の適用事業所は確認できない。 

また、Ａ社の商業登記簿の役員欄に清算人として記載されている者の厚生

年金保険被保険者記録によると、同社ではなく、同社が所属していたＥ協同



 

組合(新規適用日：昭和 30年４月１日、全喪日：50年３月 21日)において、

申立期間①後の30年12月１日に初めて厚生年金保険の被保険者資格を取得

していることが確認できる。 

    加えて、Ａ社を吸収合併したＦ社は、｢人事労務等に関する資料は引き継

いでいない。｣と回答しており、また申立人が記憶する元同僚について、Ａ

社が適用事業所でないため、特定することができず、申立人の勤務実態及び

保険料控除の有無について確認することができない。 

  ２ 申立期間②については、元同僚の証言により、申立人が申立期間②にＢ社

に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、法人登記簿によると、当該事業所は昭和 28 年５月＊日に

株式会社として設立しており、申立期間②においては法人化されていないこ

とが確認できる上、オンライン記録によると、当該事業所は、法人設立から

約６年後の 34 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立

期間②は当該事業所が適用事業所になる前の期間であることが確認できる。 

    また、元同僚の厚生年金保険被保険者記録及び証言からは、同社の新規適

用日以前において同社が社会保険の適用を受けていたことをうかがわせる

周辺事情は見当たらない。 

    さらに、上記の元同僚は、｢Ｄ社の新規適用日である昭和 34年４月１日以

前において同社が社会保険料を給与から控除していた記憶は無い。｣と証言

しており、申立人の保険料控除の有無について確認することができない。 

  ３ 申立期間③のうち、昭和 28年１月１日から 34年３月 31 日までの期間に

ついては、上記のとおり、Ｄ社が適用事業所になる前の期間である。 

    また、申立期間③のうち、昭和 34年４月１日から 36年４月１日までの期

間については、Ｄ社に係る健康保険厚生年金被保険者名簿によると、健康保

険番号＊番から＊番までの全被保険者記録のうち、＊番（事業主）から＊番

までが同社の新規適用日である 34 年４月１日付けで厚生年金被保険者資格

を取得しているが、申立人は、＊番目として他の＊及び＊番目の二人と共に

36 年４月１日に資格を取得していることが確認できる上、当該名簿の記載

に訂正や欠番等は無く、不自然な点は見当たらない。 

    さらに、昭和 34年４月１日から 36年４月１日までの期間について、申立

人の給与から保険料が控除されていたか否かについては、当時の役員と連絡

が取れない上、Ｄ社に係る登記簿の役員欄に清算人として就任が確認できる

弁護士に当時の関連資料の有無について確認したところ、｢保存年限を経過

しており廃棄済みであるため回答できない。｣と回答していることから保険

料控除の有無について確認することができない。 

  ４ このほか、申立人が申立期間①、②及び③の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与

から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当



 

たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1716 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年２月から 35年 12月まで 

    私は、Ａ社を退職した後、アルバイトを経て、Ｂ社に入社した。私は、同

社のＣ事業所で正社員として勤務し、仕事をしていた。 

    当時、厚生年金保険被保険者証を持っていたが、無くしてしまった。健康

保険証については、申立期間当時、歯科医で使った記憶がある。 

 Ｂ社に勤務していたのは、昭和 34年２月ごろから 35年 12月ごろまでだ

と思うので、この期間の年金記録が欠落していないか調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言から、申立期間当時、申立人がＢ社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、Ｂ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認及び標準報酬決定通知書によると、申立期間及びその前後の期間において、

申立人に係る当該通知書は確認できない。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金被保険者名簿に記載されている健康保険

番号は、上記通知書に記載されている同番号と一致する上、申立期間及びその

前後の期間において欠番は無く、申立人の記録の欠落をうかがわせる不自然な

点は見当たらない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人が自身と同じ正社員であったと記

憶している元同僚５人のうち１人が、申立期間当時には厚生年金保険に加入し

ていないことが確認できる上、申立人と同時期にＢ社Ｃ事業所に勤務していた

とする元同僚は、「正社員で、厚生年金保険に加入していない同僚がいたと思

う。」と証言している。 

加えて、Ｂ社の事業主は、「当時の事務担当者は短期間でやめてしまう者が



 

多かったことから、全ての従業員を厚生年金保険に加入させていなかったと思

う。」と回答している。 

これらのことから判断すると、申立期間当時、Ｂ社では、従業員全員につい

てまでは厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

このほか、当時の事務担当者は既に死亡しており、申立人が申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを示す関連資料

は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1717 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年から 37年まで 

私は、昭和 36年ごろから 37年ごろまでＡ社において勤務し、給与から厚

生年金保険料が控除されていたが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が

欠落していることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36年ごろから 37年ごろまでの間、Ａ社において継続して勤

務していたとしているが、申立人が記憶する事業主については、同社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者原票によると、被保険者記録を確認できず、同じ

く記憶する責任者及び元同僚については、同姓の者の記録はあるものの、所在

が判明しなかった。 

また、上記原票によりＡ社において被保険者資格を有する 13 人に対し文書

照会を行った結果、３人の元従業員から回答を得られたが、３人とも「申立人

の記憶は無い。」と回答しており、申立人の勤務実態及び申立期間当時の状況

を確認することができない。 

さらに、Ａ社は、既に適用事業所ではなくなっている上、法務局においても、

当該事業所に係る商業登記の記録は無く、取締役等から申立期間当時の厚生年

金保険料の控除の有無等について確認することができない。 

加えて、オンライン記録によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 40年 10月１日であり、当該事業所は申立期間において適用

事業所ではなかったことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周



 

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1718 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年８月 29日から 37年８月１日まで 

私は、Ａ社には、職業安定所の紹介で就職したので、厚生年金保険料は給

与から控除されていたはずである。調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における元同僚の氏名、同社の所在地等、当時の詳細な事柄

を記憶していることから、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、元代表取締役は、「申立期間当時は、入社してもすぐ退職す

る従業員が多かったため、従業員が会社に定着するかどうかを見極めてから、

社会保険の加入手続を行っていた。」としている。 

また、オンライン記録により、Ａ社において厚生年金保険の加入記録が確認

できる複数の元従業員は、「入社日と厚生年金保険被保険者資格取得日が相違

する。」とそれぞれ回答している。 

これらのことから判断すると、Ａ社は、当時、従業員を入社と同時には厚生

年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間にお

いて、申立人の氏名の記載は確認できない上、整理番号に欠番は無く、申立人

の記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

加えて、元従業員７人に申立人の勤務実態について照会するも、申立人を記

憶している者は無く、Ａ社は廃業しており、当時の実質の事業主及び事務担当

者も既に亡くなっているため、申立人の当時の勤務実態及び厚生年金保険の加

入状況について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から



 

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年５月１日から同年５月 31日まで    

    昭和 47 年５月１日からＡ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ事業所）に臨時職員と

して勤務したが、免許を大臣に申請している期間は免許証が無いため、正規

職員ではなく臨時職員という扱いであった。Ａ社から交付された「人事異動

通知書」のとおり正規職員として採用されるまでの１か月間は、厚生年金保

険に加入していたと思うので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された人事異動通知書及びＡ社Ｃ事業所が保管する辞令交

付簿から、申立人が、昭和 47年５月１日から同年５月 31日まで臨時職員とし

てＢ事業所に在籍していたことは確認できる。 

しかしながら、申立人及びＡ社Ｃ事業所は、申立期間に係る厚生年金保険料

が事業主により給与から控除されていたことを示す関連資料を保管しておら

ず、申立期間の厚生年金保険料控除の状況については確認できない。 

また、Ａ社は、「申立人のように資格職で採用された者は、免許資格を取得

するまでは、地方公務員法第 22 条に規定する臨時職員に該当するため、共済

組合ではなく、政府管掌保険に加入させることになっている。」と回答してい

るものの、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ事業所の厚生年金保険の新規適用

日は昭和 58 年４月１日であり、申立期間は、当該事業所が厚生年金保険の適

用事業所になる前であることが確認できる。 

さらに、辞令交付簿によると、申立期間に申立人と同職種でＡ社Ｂ事業所に

臨時職員として勤務していた者は無く、同僚等から当時の状況について確認す

ることができない。   

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たらな



 

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1720  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 10月から 62年６月 30日まで 

    私は昭和 56年 10月ごろから、Ａ市のＢ社に勤務し、Ｃ事業所、Ｄ事業所

の業務に従事していた。58 年に同社が倒産し、Ｅ社と合併したので、同社

に採用され、引き続き、Ｄ事業所、Ｃ事業所、Ｆ事業所、Ｇ事業所に勤務し

た。63 年ごろに同社を退職したが、60 歳までは、正社員として、給与から

厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 56年 10月から 58年ごろまでの期間について、申

立人は「Ａ市のＢ社に勤務した。」と主張しているが、健康保険厚生年金保

険事業所名簿によると、同市において、同社が厚生年金保険の適用事業所で

あったことが確認できない上、住所地を管轄する法務局に同社の商業登記は

無い。 

    また、Ｈ市に所在するＢ社に照会したところ、「当該期間当時からＣ事業

所との取引は無く、申立人が勤務していたとするＢ社は、当社とは無関係と

思われる。」と回答しており、当該期間当時、Ｈ市のＢ社に勤務していた元

従業員は、「Ｉ支店は無かった。」と証言している。 

    さらに、Ｈ市のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被

保険者名簿」という。）にも、申立人の氏名は確認できない上、健康保険番

号には欠番が無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見

当たらない。 

    加えて、申立人はＢ社における元同僚の氏名を覚えていないため、当該期

間当時の元同僚から証言を得ることができない。 

    一方、申立人がＢ社と合併したとするＥ社は「昭和 58 年にＪ社と合併し



 

た。」と回答しているところ、オンライン記録によると、Ａ市のＪ社の厚生

年金保険被保険者 15 人が同年 10月 26日に同社に係る被保険者資格を喪失

し、同日付けでＥ社に係る被保険者資格を取得していることが確認できる。 

    また、当該 15 人のうち連絡先の判明した６人に文書照会したところ、３

人（事務担当者を含む。）が申立人のことを記憶しており、そのうちの一人

は「申立人はＤ事業所に勤務していた。」と証言しており、申立人が当該期

間に勤務した事業所は、Ｊ社であったと考えられる。 

    しかしながら、Ｊ社の当時の事務担当者は、「雇用条件によっては、厚生

年金保険に加入しない場合があった。その場合は、給与から同保険料を控除

しない。」と証言している。 

    このほか、Ｊ社に係る被保険者名簿にも、申立人の氏名は確認できない上、

健康保険番号には欠番が無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自

然な点は見当たらない。 

  ２ 申立期間のうち、昭和 58年ごろから 62年６月 30日までの期間について、

Ｅ社は「当該期間当時の資料が残っていないため、申立人の在籍状況は不明

である。」としており、当該期間に係る申立人の雇用保険の記録は確認でき

ない。 

    また、申立人は、Ｅ社における元同僚二人の姓を記憶しているものの、同

社の被保険者名簿において確認できる同姓の被保険者は、二人とも既に死亡

しており、申立人は他の元同僚の氏名を覚えていないため、当該期間当時の

元同僚から証言を得ることができず、申立人の同社における勤務実態を確認

できない。 

    さらに、Ｅ社の事務担当者は、「契約社員であっても、厚生年金保険の加

入要件を満たせば加入手続をしているが、短時間勤務等、加入要件を満たさ

ない場合は手続をしないし、給与から厚生年金保険料を控除しない。」と証

言している。 

    加えて、Ｅ社に係る被保険者名簿にも、申立人の氏名は確認できない上、

健康保険番号には欠番が無く、申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自

然な点は見当たらない。 

  ３ このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月から 35年 12月末まで 

    私は、Ａ社の下請けであったＢ社で昭和 28年４月ごろから 35年 12月末

まで勤務していたが、その期間の厚生年金保険の加入記録が無い。遠距離で

はあったが社会保険に加入していると聞いて入社し、給与から保険料を引か

れていた記憶がある。当時のことを証明する資料は無いが、調査の上、その

期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社の下請企業であったＢ社に入社し、Ｃ市にあったＡ社Ｄ工

場内で勤務していた。」と主張しており、申立人の同工場内での業務内容等に

関する詳細な供述等から、申立人が同工場内において勤務していたことは推認

できる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時の下請企業に係る記録は無く、その社名及

び従業員は不明である。」と回答しており、同社Ｄ工場の複数の元従業員から

も、申立期間当時、同工場内にＢ社という下請企業があったとの証言は得られ

ない上、申立人は、申立期間当時の同僚の氏名等を記憶しておらず、同僚調査

を行うことができないことから、申立人の申立期間当時の勤務状況について、

確認することができない。 

また、オンライン記録によると、Ｃ市において、Ｂ社という名称の厚生年金

保険の適用事業所は確認できない上、申立期間当時、Ｃ市内に所在するＢ社及

びその類似する名称の適用事業所（５事業所）並びにＡ社Ｄ工場及び同工場に

近接する同社Ｅ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にも、申立人の

氏名は見当たらない。 

このほか、申立人が、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給



 

与から控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1722 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 26年７月から 27年５月 31日まで 

私の夫は、昭和 26年７月ごろから 27年７月１日までＡ社において勤務し

ていたが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が欠落していることに納得

できない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 26年７月から 27年７月１日までの間、Ａ社に継続して勤務

していたとしているが、同社は 29年 11月１日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっている上、元事業主の消息も不明であることから、申立人の勤務実

態及び厚生年金保険の適用状況を確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に厚

生年金保険被保険者資格を有する元従業員４人を把握し、聞き取りを行った結

果、昭和 26 年７月１日に被保険者資格を取得している一人は、「申立人を記

憶しているが、私よりも後に入社し、短期間の勤務であったと思う。」と証言

し、二人は、「申立人を記憶しているが、いつから勤務したのかは分からない。」

と証言している上、残る一人は、「申立人の記憶は無い。」と証言している。 

さらに、上記の被保険者名簿によると、申立期間において被保険者資格を取

得している者の中に申立人の氏名は確認できない上、健康保険の番号に欠番は

無く、当該名簿の記録に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周辺事情も



 

見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1723 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月１日から 50年８月１日まで 

    義父が代表であったＡ社に入社したが、不況により他社で働くように言わ

れ、同業であったＢ社に転職した。厚生年金保険被保険者期間はつながって

いるはずなので、訂正願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に継続して勤務していたと主張している

が、申立人の勤務実態及び当時の状況について具体的な証言を得ることはでき

ない。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっていることが確認できるところ、商業登記簿謄本により確認できるＡ社

（昭和 61年４月＊日に設立登記）の代表者は、「当時の代表者は父であったが、

既に亡くなっており、また、会社はいったん廃業したため、関係書類も保管し

ておらず、申立人に関する当時の状況を確認することができない。その後、弟

が代表者となり改めて事業を再開したものの、弟は死亡しており、現在私が会

社を引き継ぐことになったが実質的な活動は行っていない。」と証言しており、

申立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の有無につい

て確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和 49年

３月１日から同年４月 26日までの期間における厚生年金保険の被保険者は、

当時の事業主の妻一人であることが確認できるが、当該被保険者は既に死亡し

ており、申立人が申立期間において厚生年金保険に加入していたことを裏付け

る証言や証拠を得ることができない。 

加えて、オンライン記録によると、申立人は昭和 49 年３月９日に国民年金



 

の被保険者資格を取得し、同月から 50 年６月までの間、国民年金保険料を納

付していることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1724 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年 11月 21日から 33年５月 14日まで 

私は、母校に転職先を探してもらい、昭和 32年 11月 21日にＡ社に入社

した。父の日記によると、同年 11月 16日退職願提出（前職場へ）、33年

２月 13日社長方私宛に布団を送付、同年３月＊日交通違反の出頭命令との

記載が確認できる。出頭命令については、同社の得意先回り中に検挙された

時のものであり、33年３月＊日の略式命令書も所持している。その上、当

時、私が６か月間も失業状態でいることを家族が許すはずがなく、同社には

専門の労務・会計士がいたために厚生年金保険料を納付していないはずがな

く、入社当初の記録が無いことに納得できない。調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社で得意先回り中に無免許運転で検挙されたと主張していると

ころ、申立人が所持していた昭和 33 年３月＊日付け略式命令により、工員と

する申立人が、同年１月＊日に同社の元所在地付近で道路交通取締法違反によ

り検挙されていることが確認できること、及び複数の元同僚の証言から、申立

期間のうち期間は特定できないものの、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立

期間に被保険者記録が確認できる 44人のうち、所在の確認できる 19人（当時

の社会保険事務手続担当者を含む。）に申立人の厚生年金保険の加入状況につ

いて照会し、12 人から回答があったものの、申立人が申立期間において在籍

し、厚生年金保険に加入していたことを裏付ける証言や証拠は得られない。 

また、申立人は、「Ａ社の厚生年金保険の被保険者には、正社員と下請負業

者の工員がいた。」と供述しており、上記回答のあった 12人のうち１人が、「私

は、下請負業者の工員であった。」と申立人の供述を裏付ける証言をしている



 

ところ、申立人が同社の正社員であったとする元同僚は、「入社日と厚生年金

保険被保険者資格取得日に相違がある。」と証言している上、申立人を記憶し

ており、申立人と同様に同社の正社員であったとする元従業員も、「入社日と

厚生年金保険被保険者資格取得日に相違がある。」と証言している。 

これらのことから判断すると、Ａ社においては、正社員について、入社と同

時に厚生年金保険に加入させず、相当期間経過後に加入させる取扱いであった

と考えられる。 

さらに、閉鎖登記簿謄本によると、Ａ社は昭和 49年 10月＊日に解散してい

ることが確認でき、当時の人事記録等の資料や社会保険の加入状況等について

確認することができない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間

に申立人の氏名の記載は無い上、整理番号の欠番等は無く、申立人の記録の欠

落をうかがわせる不自然な点も見られない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1725 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年５月 23日から 56年１月１日まで              

    Ａ社に昭和35年８月１日から平成13年９月２日まで継続して勤務してい

たはずなのに、年金記録に 152か月の空白期間がある。社会保険事務所（当

時）から、給料が少ないので社長である主人の扶養家族にするように勧めら

れたが、拒否した記憶がある。調査の上、訂正願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元従業員の証言により、申立人が申立期間においてＡ社に勤務してい

たことはうかがえる。 

しかしながら、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によ

ると、昭和 43年５月 23日に同資格を喪失していることが確認できる上、同原

票には、被保険者資格喪失時に健康保険証が社会保険事務所に返却されたこと

を意味する「返納」の記載が確認できる。 

また、申立人の夫であるＡ社の事業主の健康保険厚生年金保険被保険者原票

によると、被扶養者欄に申立人の氏名及び扶養開始 43.９.７扶養終了 56.２.

１の記載が確認できる。 

さらに、申立期間において、Ａ社に係る健康保険記号番号順索引簿に、整理

番号の欠番等は無く、申立人の記録の欠落をうかがわせる事情は見当たらない

上、当該事業所の事業主及び当時の社会保険事務を取り扱っていた経理事務所

の担当者は、「当時の資料は保存されていない。」と回答しており、申立人に

係る保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 1726 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月１日から 37年１月 21日まで 

私は、昭和 37年１月 21日にＡ社を退職し、出産の準備をしていたにもか

かわらず、年金記録上は、脱退手当金を受給したことになっている。調査の

上、厚生年金保険被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無い上、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 37 年７月４

日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和 37 年

に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、かつ脱退手当金の受給資格のある９人

（申立人を除く。）のうち５人に脱退手当金の支給記録が確認できる上、当該

５人については、いずれも同資格を喪失後３か月以内に脱退手当金の支給決定

が行われている。さらに、40 年１月に厚生年金保険被保険者資格を喪失した

同社の元従業員は、「会社から脱退手当金の説明を受けて、家族と話し合った

結果、脱退手当金の手続を会社に依頼した。」と証言している。これらのこと

を踏まえると、同社では、退職者に係る脱退手当金を代理請求していた可能性

が高いと考えられる。 

加えて、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 1727（事案 490の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年５月９日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 21年６月１日から同年９月１日まで 

私は、昭和８年にＡ社（後にＢ社に社名変更。現在は、Ｃ社）に入社し、

転勤はあったものの 61年３月末まで勤務していた。申立期間①については、

復員直後で勤務はしていなかったものの、応召手当が支給されており、同じ

同社Ｄ支店に勤務し、同時期に召集されていた同僚には厚生年金保険被保険

者記録があるにもかかわらず、私には同被保険者記録が無いことに納得でき

ない。申立期間②については、同社Ｅ工場で勤務していたことは間違いない

ので、同被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 前回の申立てについては、申立期間のうち、申立人がＢ社に籍を置きなが

ら召集されていたことが確認できる昭和 19 年 10月１日から 21年５月９日

（復員日）までの期間について、当時の厚生年金保険法第 59 条の２の規定

に基づき、厚生年金保険被保険者であったとすることが妥当として、当委員

会において、年金記録の訂正を行うべきであると判断したところである。 

    しかしながら、申立人が復員した後の昭和 21 年５月９日から同年９月１

日までの期間については、Ｃ社が保管している厚生年金台帳に、申立人の被

保険者資格取得年月が「21．９」と記載されている上、同社Ｅ工場に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同工場が厚生年金保険の適用事

業所となった 20 年９月１日から申立人が資格取得するまでの期間の整理番

号が連番となっており、欠番は無く、記録に不自然な点は見られないこと等

を理由として、当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正のあっせんは行わ



 

ないとの判断を行った旨、平成 21年３月 27日付けで通知が行われている。 

    今回、申立人の代理人は、「会社に在籍していたことが確認できる場合に

ついては、記録が訂正されるはずである。」等として再度申し立てている。 

  ２ 申立期間①については、申立人が新たに当時の状況を知る者として挙げた

元同僚から申立人の勤務実態等を聴取したところ、申立人のことは記憶して

いるものの、当時一緒に勤務しておらず、具体的な証言を得ることはできな

かった上、Ｃ社が保管する労働者名簿によると、その在店経歴欄には「昭和

21 年５月 30 日復員復帰ス」と記載されていることが確認できることから、

申立人が申立期間①に勤務していたとは考え難い。 

    また、申立人の代理人から提出された戦中及び戦後におけるＢ社に係る給

与台帳の応召手当の記録から、当該期間に申立人に対して応召手当が支給さ

れていた可能性はうかがえるものの、同記録の保険料控除欄に厚生年金保険

料控除の記載は見当たらず、同保険料は控除されていないことが確認できる。 

    さらに、申立人の代理人は「同じように召集されていた元同僚二人には厚

生年金保険被保険者記録があるにもかかわらず、申立人にだけ被保険者記録

が無いことに納得できない。」と主張しているが、Ｂ社Ｄ支店に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿によると、当該元同僚二人は、健康保険の被保

険者資格を、同支店の新規適用日である昭和 15 年４月１日に取得している

ことが確認でき、その時点で既に召集されており、被保険者資格を取得して

いなかった申立人とは、召集及び勤務の時期並びに健康保険への加入状況が

異なっていたと考えられる。 

  ３ 申立期間②について、申立人の代理人は、「昭和 21年６月１日からＢ社Ｅ

工場で勤務していたことは間違い無いので、被保険者期間として認めるべき

である。」と主張している。 

    しかしながら、上記の労働者名簿により、申立人が当該期間にＢ社Ｅ工場

で勤務していたことは認められるものの、厚生年金保険被保険者台帳記号番

号払出簿により、申立人を含む７人の同記号番号が昭和 21年 12 月 10日に

払い出され、当該７人は、同工場において同年９月１日にさかのぼって被保

険者資格を取得していることが確認できることから、事業主は、申立人等の

保険料控除の実態に合わせて、資格取得手続を行ったと考えられ、申立人の

主張のみをもって委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情があったと

は認められない。 

    また、Ｃ社の総務担当者は、「厚生年金保険未加入者から保険料を控除す

ることは無い。」と回答している。 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 


